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■株券	 4420 万円
■出えん金	 4000 万円
■出資金	 ５億 8522万円
■寄託金	 2538 万円
■債権	 2825 万円

合計　７億 2305万円
※現在額

出
資
金
等
の
状
況

令和元年度
上半期の 予算執行状況をお知らせします予算執行状況をお知らせします令和元年度
上半期の

　市では、市の財政がどのように運営されているかを
市民の皆さんにお知らせするため、予算の執行状況の
あらましについて年２回公表しています。
　今回は、令和元年９月 30 日現在の執行状況につい
てお知らせします。

【問い合わせ】財政課（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１

※数値は表示単位未満を四捨五入しています。

■一般会計債								183 億 7969万円
■下水道建設事業債			48 億 5287万円
■水道建設事業債				28 億 7189万円

合計　261億　445万円
※未償還額

市
債
の
状
況

合計　68億 6924万円		※現在高

基

金

の

状

況

■財政調整基金	 18 億 4828万円
■減債基金	 7 億 6502万円
■公共施設整備基金	 11 億 2274万円
■揚排水施設維持管理基金	 7895 万円
■なめがた振興基金	 1 億 151万円
■新公共交通運営基金	 1405 万円
■行方市ふるさと応援寄附金基金	 9731 万円
■合併振興基金	 19 億 4903万円
■防災まちづくり基金	 3553 万円
■有機肥料供給センター整備改修基金	 1 億 2005万円
■行方市再編関連訓練移転等交付金基金	 8869 万円
■国民健康保険支払準備基金	 8184 万円
■介護給付費準備基金	 3 億 933万円
■農業集落排水事業債償還基金	 1 億 816万円
■特定環境保全公共下水道事業債償還基金	 2763 万円
■流域関連公共下水道事業債償還基金	 2697 万円
■戸別浄化槽整備事業債償還基金	 9415 万円

科目 予算現額 収入済額 収入率
市 税 36 億 8154 万円 24 億 2090 万円 65.8% 
地 方 譲 与 税 2 億 6898 万円 7600 万円 28.3％ 
利 子 割 交 付 金 450 万円 121 万円 26.9％
配 当 割 交 付 金 1650 万円 374 万円 22.7％ 
株式等譲渡所得割交付金 1500 万円 0 円 0.0％ 
地 方 消 費 税 交 付 金 6 億 2200 万円 3 億 4402 万円 55.3％ 
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 1 億 2700 万円 5042 万円 39.7％ 
自 動 車 取 得 税 交 付 金 3400 万円 2399 万円 70.6％ 
地 方 特 例 交 付 金 2440 万円 2440 万円 100.0％ 
地 方 交 付 税 55 億 877 万円 39 億 3379 万円 71.4％ 
交通安全対策特別交付金 300 万円 143 万円 47.7％ 
分 担 金 及 び 負 担 金 6930 万円 3645 万円 52.6％ 
使 用 料 及 び 手 数 料 1 億 3262 万円 6167 万円 46.5％ 
国 庫 支 出 金 19 億 1916 万円 6 億 4614 万円 33.7％ 
県 支 出 金 12 億 4166 万円 1 億 3921 万円 11.2％ 
財 産 収 入 7416 万円 4550 万円 61.4％ 
寄 附 金 1 億 5170 万円 5060 万円 33.4％ 
繰 入 金 9 億 8231 万円 0 円 0.0％ 
繰 越 金 3 億 5007 万円 5 億 76 万円 143.0％ 
諸 収 入 5 億 2828 万円 1 億 4857 万円 28.1％ 
市 債 12 億 7330 万円 0 円 0.0％ 

合計 170 億 2825 万円 85 億 880 万円 50.0％ 

科目 予算現額 支出済額 執行率
議 会 費 1 億 5970 万円 7690 万円 48.2% 
総 務 費 28 億 7330 万円 8 億 8025 万円 30.6% 
民 生 費 51 億 9212 万円 18 億 9828 万円 36.6% 
衛 生 費 11 億 2194 万円 3 億 2954 万円 29.4% 
農 林 水 産 業 費 8 億 8683 万円 2 億 5177 万円 28.4% 
商 工 費 3 億 1483 万円 2 億 100 万円 63.8% 
土 木 費 19 億 7452 万円 3 億 1361 万円 15.9% 
消 防 費 8 億 3699 万円 4 億 4805 万円 53.5% 
教 育 費 17 億 9008 万円 7 億 4990 万円 41.9% 
災 害 復 旧 費 1 万円 0 万円 0.0% 
公 債 費 18 億 6820 万円 8 億 9697 万円 48.0% 
諸 支 出 金 0 0 －
予 備 費 973 万円 0 0.0% 

合計 170 億 2825 万円 60 億 4627 万円 35.5％ 

一般会計

特別会計・水道事業会計

会 計 名
収 入 支 出

予算現額 収入済額 収入率 予算現額 支出済額 執行率
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 48億 8400万円 17億 3568万円 35.5% 48億 8400万円 17億 6092万円 36.1%

介 護 保 険 特 別 会 計
保険事業勘定 38億 2294万円 18億 7033万円 48.9% 38億 2294万円 15億 2436万円 39.9%

介護サービス事業勘定 440万円 505万円 114.8% 440万円 146万円 33.3%
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 3億 7900万円 1億 2110万円 32.0% 3億 7900万円 7916万円 20.9%
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 2億 9540万円 2112万円 7.1% 2億 9540万円 5265万円 17.8%
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 7億 6334万円 3720万円 4.9% 7億 6334万円 1億 4307万円 18.7%
流 域 関 連 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ３億 6605万円	 2984 万円 8.2% ３億 6605万円 1億 3520万円 36.9%
戸 別 浄 化 槽 整 備 事 業 特 別 会 計 1億 4836 万円	 2673 万円 18.0% 1億 4836 万円 2997万円 20.2%

水 道 事 業 会 計
収益的収支 9億 70万円 3億 4927万円 38.8% 9億 70万円 2億 3542万円 26.1%
資本的収支 5億 10万円 1017万円 2.0% 8億 690万円 2億 6988万円 33.4%

■歳入 ■歳出
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　11 月に入り空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節を迎えます。

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント
○寝たばこは、絶対やめましょう。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用しましょう。
○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消しましょう。

３つの習慣

○逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設置しましょう。
○寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用しましょう。
○火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置しましょう。
○お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくりましょう。

４つの対策

■ 古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、早めに
交換しましょう（連動型を推奨します）。

■記入した ｢設置年月｣ または ｢製造年｣ を確認してみましょう。

秋の全国火災予防運動 11 月９日～ 11 月 15 日

「住宅用火災警報器」の設置はお済みですか？
消防法で、全ての住宅、住居部分に「火災警報器」の設置が義務付けられています。
まだ付けていない方は、すぐに設置しましょう。
火災からあなたと大切な家族の命を守る！設置と点検を！
○設置が必要な場所
　基本的な取り付け場所は、就寝に使用する部屋（寝室・子ども部屋など）に設置します。
　一般住宅で、２階や３階に寝室がある場合には、避難経路である階段部分にも設置が必要です。
　※詳しくは消防署へご相談ください。

住宅用火災警報器は設置後10年を目安にとりかえましょう！

2019 年度全国統一防火標語「ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心」

鹿行広域消防本部 予防課
☎０２９１－３４－７１１９

　農林水産省では、令和２年２月１日現在で「2020 年農林業センサス」を実施します。
　農林業センサスは、農林業の実態を明らかにし、国や都道府県、市区町村はもちろん、各方面にわ
たり、広く利用できる総合的な統計資料を得るための調査です。
　全国の農家や林家をはじめ、すべての農林業関係者を対象に行われる「農林業の国勢調査」
ともいうべきものです。
　皆さまのお宅や会社等に調査員が調査に伺いましたら、ご協力をお願いします。

2020 年農林業センサスが実施されます
【問い合わせ】情報政策課（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１
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全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

　女性に対するセクハラ、夫・パートナーからの暴力やストーカーなどの人権侵害が大きな社会問題
になっています。女性を取り巻くさまざまな人権問題に取り組むため、全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間を設け、電話で相談を受け付けます。
　秘密は守られますので、安心してご相談ください。
▶電話番号　☎０５７０－０７０－８１０（全国共通フリーダイヤル）
▶実施期間　11 月 18 日（月）～ 11 月 24 日（日）午前８時 30 分～午後７時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※土・日曜日は午前 10 時～午後５時
▶相談員　　人権擁護委員・法務局職員

11 月 18 日～ 11 月 24 日
【問い合わせ】水戸地方法務局人権擁護課　☎０２９－２２７－９９１９

犯罪被害者週間
11 月 25 日～ 12 月１日

犯罪被害者等支援
シンボルマーク
ギュっとちゃん

　誰もが突然、事件や事故などにあう可能性があります。被害にあわれた際は、相談窓口
や最寄りの警察署にご相談ください。また、被害にあわれた方やそのご家族が回復するた
めには、周囲の方のご理解とあたたかな支援が必要です。皆さんのご協力をお願いします。
▶問い合わせ
　行方警察署　☎０２９９－７２－０１１０
　茨城県警察　性犯罪被害相談「勇気の電話」♯８１０３　または　☎０２９－３０１－０２７８

特設人権相談のお知らせ

　法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員は、ご近所トラブルや学校でのいじめなどさまざまな人権
相談を受け、問題解決の手助けを行うほか、人権啓発活動も行っています。
　人権擁護委員に相談したい方や問題解決の手助けが必要な方は、下記までお問い合わせください。
　相談はすべて無料です。
▶問い合わせ　水戸地方法務局鹿嶋支局　☎０２９９ー８３ー６０００
▶特設人権相談
　【麻生】12 月 10 日（火）　麻生公民館　　午前 10 時～正午、午後１時～午後３時
　【玉造】12 月 11 日（水）　玉造公民館　　午前 10 時～正午、午後１時～午後３時
　【北浦】12 月 12 日（木）　北浦公民館　　午前 10 時～正午、午後１時～午後３時

【問い合わせ】総合窓口課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

人権擁護委員による

第 71回人権週間
　12月４日から 10日までは「人権週間」です
　国連総会で、毎年 12月 10日が「人権デー」と定められました。
　法務省と全国人権擁護委員連合会では、12月４日から 10日までを「人権週間」
として、さまざまな人権啓発活動を行います。
　人権は、自分と同じように他の人にもあることを考え、お互いに相手の立場を尊
重し、豊かな人間関係をつくりましょう。
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ボランティアスタッフ募集！

　大会事務局では、大会スタッフと一緒に大会運営のお手伝いをしていただけるボランティアスタッフ
を募集しています。ご協力いただける方は事務局までお申し込みください。
■期日　令和２年３月 15 日（日）午前５時スタート
■従事内容（ボランティア活動場所・内容については、大会事務局で決定します）
　▶先導、最後尾、AED（自転車で 100km 安定して走行できる方）・・・30 人程度
　▶給水所（鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市）・・・・・・・・70 人程度
　▶警備誘導（鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市）・・・・・・・50 人程度
■従事時間　午前４時～午後８時のうち、担当業務により従事時間が異なります。
■応募資格　19 歳以上　※企業・団体等での申し込みも受け付けています。
■支給品　スタッフジャンパー、弁当
■申込方法　 大会公式ホームページから申込書をダウンロードし、郵送、FAX、E メールもしくは直接

事務局へお持ちください。
■申込期限　12 月 20 日（金）
■その他　・ 傷害保険に一括加入します（個人負担はありませんが、保険の適用範囲は契約内容に基づ

くものとします）。
　　　　　・ 前回ボランティア登録をした方についても、意思確認のため、再度申込書をご提出ください。
■問い合わせ　茨城 100 ｋウルトラマラソン実行委員会事務局（北浦庁舎　商工観光課）
　　　　　　　☎０２９１－３５－２１１１　FAX ０２９１－３５－３２５８
　　　　　　　Ｅメール　name-kanko@city.namegata.lg.jp

【問い合わせ】茨城 100 ｋウルトラマラソン実行委員会事務局　☎０２９１－３５－２１１１

第２回茨城 100 ｋウルトラマラソン in 鹿行

納めた国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です！
【問い合わせ】水戸南年金事務所　　　☎０２９－２２７－３２７８

国保年金課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

　国民年金保険料は、所得税法および地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場
合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、平成 31年１月から令和元年 12月までに納められた保険料の全額です。
過去の年度分の保険料や追納された保険料も含まれます。
　また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族（配偶者やお子様等）の負担すべき国民年金保険料を
支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
　なお、本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や
確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
　このため、平成 31年１月１日から令和元年９月 30日までの間に国民年金保険料を納付された方
には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送られる予定
ですので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。
　また、令和元年 10月１日から 12月 31日までの間に、今年初めて国民年金保険料を納められた
方には、翌年の２月上旬に送られる予定です。
　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる
制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。
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11 月は児童虐待防止推進月間です

　子どもに対する虐待は年々増加しており、生命が脅かされる重大な事件も発生しています。子ども
に対する虐待は社会全体で取り組み、解決すべき問題です。
　あなたの周りで、子どもや保護者のこんなサインはありませんか？
　　・いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする
　　・不自然な傷や打撲のあとがある
　　・衣類やからだがいつも汚れている
　　・落ち着きがなく乱暴である
　　・表情が乏しい、活気がない
　　・夜遅くまで一人で遊んでいる
　　・地域などと交流が少なく孤立している
　　・小さい子どもを家においたまま外出している
　　・子育てに関して拒否的、無関心、強い不安や悩みを抱えている
　　・子どものけがについて不自然な説明をする　
　虐待を受けていると思われる子どもがいたら、ためらわずにお電話ください。あなたの１本のお電
話で救われる子どもがいます。
■児童相談所全国共通３桁ダイヤル　☎１

いちはやく
８９

■茨城県福祉相談センター鹿行児童分室（鉾田合同庁舎内）☎０２９１－３３－４１１９
■こども福祉課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

子どもを健やかに育むために　　～ 愛の鞭
む ち

ゼロ作戦 ～
　子育てにおいて、「しつけ」と称して、叩いたり怒鳴ったりすることは、虐待に当た
ることもあります。また、子どもの成長の助けにならないばかりか、悪影響を及ぼして
しまう可能性があります。以下のポイントを心がけながら、子どもに向き合いましょう。
　①子育てに体罰や暴言を使わない
　②子どもが親に恐怖を持つと SOS を伝えられない
　③爆発寸前のイライラをクールダウン
　④親自身が SOS を出そう
　⑤子どもの気持ちと行動を分けて考え、育ちを応援

【問い合わせ】こども福祉課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

～ 189（いちはやく）　ちいさな命に待ったなし ～

　茨城県最低賃金は、令和元年 10 月１日（火）から時間額 849 円（27 円引上げ）に改定されました。
　年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働く全ての労働者に適用され
ます。詳しくは、茨城労働局賃金室（☎０２９－２２４－６２１６）または最寄りの労働基準監督署にお
尋ねください。
　最低賃金引上げに向けた事業者への支援として、以下の相談窓口や助成金が利用できます。
　1．ワン・ストップ無料相談窓口
　　　【問い合わせ】茨城働き方改革推進支援センター　☎０１２０－９７１－７２８
　2．業務改善助成金
　　　【問い合わせ】上記センターまたは茨城労働局雇用環境・均等室　☎０２９－２７７－８２９４
　3．キャリアアップ助成金
　　　【問い合わせ】茨城労働局職業対策課　☎０２９－２２４－６２１９

茨城県最低賃金が「時間額 849円」に
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　心身に障害をお持ちの方は、障害者手帳を取得することによって、いろいろな福祉サービスを受け
ることができます。手帳の申請と、福祉サービスの主な内容についてお知らせします。
■障害者手帳の申請方法
　◆身体障害者手帳
　　申請書、身体障害者診断書・意見書、写真２枚
　　※申請書、診断書・意見書（障害の内容により診断書が別）は各庁舎にあります。
　◆精神保健福祉手帳
　　申請書、精神保健福祉手帳用診断書（初診日から６月経過後）、写真１枚
　　※ 申請書、診断書は各庁舎にあります。また、自立支援医療（精神通院）受給者証の申請書類も

あります。
　◆療育手帳
　　 知的障害児（者）に交付されます。申請には児童相談所（18 歳未満）または知的障害者更生相

談所での面談等が必要になります。
　▶児童相談所鹿行児童分室　☎０２９１－３３－４１１９
　▶知的障害者更生相談所　　☎０２９－２２１－０８００
■福祉サービスの主な内容
　◆医療、補装具の援助
　　医療福祉費（マル福）の助成【重度の方】、補装具の支給
　◆日常生活の援助
　　 日常生活用具の支給【ストマ、ネブライザー等】、住宅改修費・住宅リフォーム費の助成、移動支援、

日中一時支援、通所介護、点字図書給付・手話奉仕員派遣、身体障害者補助犬給付等
　◆年金・手当・共済制度
　　 障害基礎年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、在宅障害児福祉手当、難

病患者福祉見舞金、心身障害児扶養共済制度等
　◆社会参加の促進
　　 心の健康相談、障害者福祉タクシー券支給、障害者地域活動支援センター利用、自動車改造費用

助成等
　◆税金・公共料金等の割引等
　　 所得税・住民税の控除、自動車税または軽自動車税の減免、交通機関の割引利用、有料道路通行

料金の割引、NHK 受信料の減免、各施設入場料の減免・割引等
　※障害の程度や内容、所得の有無によりサービスの内容が異なります。

障害者手帳の申請について
【問い合わせ】社会福祉課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

※ 本市は、茨城放送およびエフエムかしまと、それぞれ ｢災害協定｣ を締結しています。地震や風水害などの大規模災害が発生した際には、放送エリア内に
おいて本市の情報をお知らせします。

　エフエムかしまの放送エリアは
　鹿行地域でお聴きいただけます
　ひるどきナルナの番組内「鹿行ナビ」、毎月第 2火曜日の午前 11時
40分から 10分間、行方市の魅力を生中継でお届けします。ぜひ聴い
てください。
■放送エリア
　鹿行地域（�鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市）
■周波数　76.7MHz

　行方の魅力発信広報番組
　「なめトーク」
　IBS 茨城放送（i-FM）（水戸局 94.6MHz、守谷・日立局 88.1MHz、
水戸局 1197kHz、土浦・県西中継局 1458kHz）で、毎月第２・第４
金曜日の午前 10 時 35 分から５分間放送しています（「HAPPY パンチ」
の番組内）。
　行方市民向けの募集・お知らせ情報や、行方市の観光・イベント情
報など旬の情報をお知らせします！
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市税
保険料 のお知らせ

【問い合わせ】　収納対策課（麻生庁舎）　☎ 0299－72－0811

今月の税金等
○固定資産税　第４期　○国民健康保険税　第５期
○後期高齢者医療保険料　第５期

納付期限（口座振替日）は 12 月２日です。

平成 31 年４月～９月末現在　 　差押件数 222 件
平成 30 年度　 　市税徴収率　 　99.48%

茨城租税債権管理機構では、一般の方も参加できる入札により不動産を公売しますので、ぜひ参加してみてはいかがですか。
下記のホームページにアクセスしていただければ、詳しい内容がご覧いただけます。ご質問等がございましたら、茨城租税
債権管理機構までご連絡ください。
◆公売日時　12月３日（火）午後１時 20分～午後２時　※午後０時 50分受付開始
◆公売場所　茨城県水戸合同庁舎２階大会議室（水戸市柵町１－３－１）

茨城租税債権管理機構による不動産公売案内

売却区分番号 所在および地番 地目（現況） 地積（㎡） 見積金額（円） 公売保証金（円）

31-58
行戸 190 番、191 番 1、191 番
2、191 番 3、191 番 4、192 番、
193 番、195 番 2　　合計８筆

畑、山林、原野 合計 13,283㎡ 3,440,000 350,000

■	農地法の許可を必要とする農地（田・畑）の公売参加には、行方市農業委員会の発行する「買受適格証明書」の
提出が必要となります。証明書の交付申請の手続等については、事前に行方市農業委員会事務局（北浦庁舎１階
☎ 0291-35-2111）へお問い合わせの上、証明書発行等を受けてください。締め切りは 11月８日（金）です。
■	公売日直前に、滞納税の完納などで中止になる場合がありますので、入札参加前に公売実施の有無を茨城租税債
権管理機構でご確認ください。

◆公売対象不動産

【問い合わせ】茨城租税債権管理機構　☎０２９－２２５－１２２１　FAX０２９－２２５－１６００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホームページ　http://www.ibaraki-sozei.jp/

市税（料）の納付は口座振替が便利です
　市税（料）は口座振替による納付が便利です。納め忘れがなく、金融機関や市役所窓口に出向く必要もなく、
安心です。
　手続きは市内の金融機関窓口でできます。口座振替依頼書は、市内の銀行、信用金庫、農協、郵便局に備え
てありますので、手続の際は預貯金通帳および通帳登録印鑑をご持参ください。
　なお、口座振替の処理には１カ月程度の期間を要しますので、新年度課税分から口座振替を依頼する場合は
早めの手続をお願いします。
※ペイジー口座振替申し込みサービス：各庁舎にてキャッシュカードで簡単に申し込みできます。（農協を除く）

　市税（料）の口座振替日は各税目の納期限日です（下段参照）。振替できなかった市税（料）の再振替は
行いませんので、振替日の前日までに預貯金残高の確認をお願いします。残高不足等により振替不能になり、
その後も納付されない場合には、督促状が送付され、延滞金が加算されます。

口座振替の方は預貯金残高の確認をお願いします

税　目 納期限（口座振替日）
固定資産税 ４期（５月・７月・９月・11 月）の各月の末日
軽自動車税 ５月末日
市県民税 ４期（６月・８月・10 月・12 月）の各月の末日　ただし、12 月は 25 日

国民健康保険税 ９期（７月から３月まで）の各月の末日　ただし、12 月は 25 日
介護保険料 ６期（４月から２月まで）の各月の末日　ただし、12 月は 25 日

後期高齢者医療保険料 ８期（７月から２月まで）の各月の末日　ただし、12 月は 25 日

※納期限が土曜日または日曜日の場合は、翌月曜日が納期限となります。


